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⻑和町商⼯振興資⾦
01

⻑和町内の中⼩企業の皆様が健全な発展と安定した経営を⾏うために必要な資⾦を円滑に調達出来るよ
うに、⻑和町が⻑野県信⽤保証協会と各⾦融機関の協⼒を得て、低利な融資をあっせんする制度です。

●ご利⽤いただける⽅
以下のいずれにも該当する⽅がご利⽤いただけます。
①中⼩企業者のうち、常時使⽤する従業員数が20⼈以下  
 の事業者であること。
②⻑和町内に１年以上住所を有する法⼈⼜は個⼈で、町
 内に店舗、⼯場、事務所などの事業所を有する商⼯業 
 者であること。
③同⼀事業の営業実績を1年以上有すること。
④町税等を完納していること。
⑤⻑野県使⽤保証協会の定める対象業種を営んでおり、  
 許可等を要する業種については、これらを受けて営業
����している者。
⑥保証協会の代位弁済に対する債務がなく、銀⾏取引停 
 ⽌中でないこと。
⑦法令に違反せず、著しく公序良俗に反する⾏為がない�
 こと。

●貸付限度 1,000万円（運転、設備併せて1事業所あたり）

●返済期間��運転資⾦：5年以内 設備資⾦：7年以内 （内据置6か⽉以内）
     ���＊県制度資⾦・経営健全化⽀援資⾦の貸付対象条件に該当する者は   
      ���運転資⾦7年以内（内据置12か⽉以内）

●貸付利率 1 . 9％（令和6年1 2⽉現在）

●信⽤保証料 全額⻑和町負担

●保証⼈等 連帯保証⼈は原則として法⼈代表者以外は要しない。
       担保については必要と認める場合は徴することがある。

●取扱⾦融機関 ⼋⼗⼆銀⾏丸⼦⽀店、上⽥信⽤⾦庫丸⼦⽀店・よだくぼ⽀店、
       ⻑野県信⽤組合丸⼦⽀店



⻑和町商⼯振興資⾦利⼦補給⾦・中⼩企業融資利⼦補給⾦
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【利⼦補給の条件】
利⼦補給を受けることが出来る⽅は、町内で事業を営む事業者で、事業運営上必要な資⾦として⻑和町商⼯振興資⾦・株式会
社⽇本政策⾦融公庫資⾦・⻑野県中⼩企業融資制度資⾦・商⼯貯蓄共済融資資⾦を借り⼊れたものであって、かつ、町税を完
納している⽅が対象。

【利⼦補給の基準】
利⼦補給の基準は、それぞれの資⾦等の返済期限に対し、融資者の定める貸付利率のうち１パーセント以内において、年利率
相当額の利⼦補給をするものとする。ただし、延滞利⼦については、補給しない。

※⻑和町商⼯振興資⾦については、特例により全額利⼦補給の対象となります。（令和6年12⽉時点）

町内⼩規模企業者が経営改善を推進するため、予算の範囲内で利⼦補給を交付する制度です。



●交付対象者

●補助⾦の交付対象となる経費及び補助⾦額

⻑和町中⼩企業者等
販路開拓拡⼤事業補助⾦
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町内に⼯場⼜は研究機関等を有する中⼩企業者、中⼩企業団体で、町税及びその他
使⽤料等の滞納がないこと。

①対象経費
国内で⾏われる展⽰会⼜は⾒本市において、⾃社で開発した製品を出展し、⼜は⾃社
の技術を紹介するために要する経費のうち、次に掲げるもの。
(1)�会場使⽤料⼜は⼩間料
(2)�搬出⼊経費
(3)�説明員派遣旅費
(4)�会場内⼜は⼩間内装飾費

②補助⾦額
2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。同⼀年度内において、同⼀事業者に対し
て1回限りとする。

地域産業の発展と町の中⼩企業の育成を図るため、町内の中⼩企業者
等が販路を拡⼤するために要する経費に対し助成する補助⾦です。

�



地域産業の発展と町の中⼩企業の育成を図るため、町内の中⼩企業者等が新製品、新技術開発のために
要する経費に対し助成する補助⾦です。

⻑和町中⼩企業者等新製品・新技術開発⽀援事業補助⾦04

●交付対象者
町内に⼯場⼜は研究機関等を有する中⼩企業者、中⼩企業団体で、町税及びその他使⽤料等の滞納がないこと。
�
●補助⾦の交付対象となる経費及び補助⾦額
①対象経費
 既存⼜は類似の商品と⽐較して性能、技術⾯で著しい新規性、独創性が認められる商品を⽣産するために要する経費のうち、  
 次に掲げるもの
 (1)�原材料及び副材料の購⼊に要する経費
 (2)�機械装置⼜は⼯具器具の購⼊、試作、改良、据付け、借⽤⼜は修繕に要する経費
 (3)�外注加⼯に要する経費
 (4)�技術導⼊の受⼊に要する経費
 (5)�前各号に掲げるもののほか町⻑が特に必要と認める経費
②補助⾦額
 2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。同⼀年度内において、同⼀事業者に対して1回限りとする。



⻑和町創業⽀援事業補助⾦
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●交付対象者（交付要綱より⼀部抜粋）
①次のいずれかに該当する創業者であること。
 (1)�個⼈事業主として町内に主たる事業所を置き、⼜は置くこと 
  を予定している個⼈であって、町内に住所を有し、⼜は有する 
  ことを予定している者。
 (2)�町内に本店を置く会社を設⽴することを予定している個⼈。
 (3)�町内に本店を置き、⼜は町内に本店を移すことを予定してい 
  �る法⼈。
②中⼩企業⼜は中⼩企業となることを予定している者であること。
③特定創業⽀援事業による⽀援を受けている、⼜は受ける予定であ�
����ること。

※その他交付対象者につきましては、⻑和町創業⽀援事業補助⾦交  
 付要綱をご覧ください。

●補助⾦の交付対象となる経費及び補助⾦額
①対象経費
補助の対象となる経費は補助対象事業の開始に必要な次に定め
る経費とする。
 (1)�事業の⽤に供する⼟地、建物の購⼊費
 (2)�事業所の増改築や改修に要する経費
 (3)�1件10万円以上の設備⼜は備品の購⼊費
 (4)�1件10万円以上の広告宣伝費
 (5)�営業に必要な各種許可申請⼿数料等
 (6)�その他町⻑が適当と認める経費
②補助⾦額
補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を上限とする。

町の産業振興、経済の活性化及び雇⽤の創出を図るため、意欲ある創業者が創業時に必要な初期費⽤を助成すること
で創業者の資⾦負担を軽減し、創業と創業後の成⻑を促進するための補助⾦です。



マル経融資
（⼩規模事業者経営改善資⾦）
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●ご利⽤いただける⽅

最近１年以上、⻑和町商⼯会地区内で事業を営んでいること。
常時使⽤する従業員が20⼈以下（商業・サービス業は５⼈以下）であること
（役員、家族従業員、パート・アルバイトは除く）。
⻑和町商⼯会の経営指導を６ヶ⽉以前から受けていること。
すべての税⾦を完納していること。
⽇本政策⾦融公庫の融資対象業種であること。

●貸付限度
 2,000万円
●返済期間（うち据置期間）
 運転資⾦ ��7年以内（1年以内）
 設備資⾦ 10年以内（2年以内）
●貸付利率（年）
 1.65％（令和6年12⽉現在）
●担保・保証⼈
 無担保・無保証⼈

マル経融資（⼩規模事業者経営改善資⾦）の概要
 〜⽇本政策⾦融公庫が運転資⾦や設備資⾦を融資します〜



その他⽀援
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顧問弁護⼠相談

商⼯会顧問弁護⼠制度により、専⾨
的な法律相談については弁護⼠への
無料相談制度をご利⽤いただけま
す。（原則、電話相談になります。）

費⽤
無料

エキスパート専⾨家派遣事業

費⽤
無料（3回まで）

上席専⾨経営⽀援員⽀援制度

費⽤
無料

相談者（⼩規模事業者等）の内容に
応じて、専⾨知識を有する専⾨家
（エキスパート）を派遣し、具体
的、実践的で適切な指導・助⾔を⾏
うことを⽬的とするものです。
専⾨家についての詳細は商⼯会まで
お問合せください。

専⾨的な相談案件に対応するため、
上席専⾨経営⽀援員（内部雇⽤専⾨
家）を商⼯会連合会の各⽀所に配置
しています。
上席専⾨経営⽀援員は各分野の専⾨
家であり、事業運営の中で発⽣する
専⾨的な問題に対して、より効果的
な⽀援をいたします。上席専⾨経営
⽀援員につきましては次項で紹介し
ています。
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上席専⾨経営⽀援員
のご紹介（派遣無料）



⻑和町商⼯会
〒386-0603
�⻑野県⼩県郡⻑和町古町2424-18
 T E L : � 0 2 6 8 - 6 8 - 2 6 5 1 
 FA X : � 0 2 6 7 - 6 8 - 2 6 7 0
��Email：office@nagawa-sci.jp
� � U R L : � h t t p s : / / n a g a w a - s c i . j p

商⼯会は地域唯⼀の「総合経済団体」です。
中⼩・⼩規模企業の指導団体として豊かな地域づくりと商⼯業の振
興のために取り組んでいます。本ご案内冊⼦の内容についてのお問
合せは⻑和町商⼯会までお願いいたします。

担当：主任経営⽀援員 橋詰 佳祐

mailto:office@nagawa-sci.jp
https://nagawa-sci.jp/

